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O金沢市宿泊税条例の施行期日を定める規則

(税務課)

規

ページ 10金沢市宿泊税条例施行規則

則

金沢市宿泊税条例の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成30年 6月27日

金沢市長 山

⑨金沢市規則第49号

金沢市宿泊税条例の施行期日を定める規則

金沢市宿泊税条例(平成00年条例第49号)の施行期日は、平成01年4月 1日とする。

金沢市宿泊税条例施行規則をここに公布する。

平成30年 6月27日

⑨金沢市規則第50号

金沢市宿泊税条例施行規則

(趣旨)

金沢市長 山

" 

里子 之 義

野 之 義

第 1条 この規則は、金沢市宿泊税条例(平成30年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項

を定めるものとする。

(用語の意義)

第 2条 この規則において使用する用語の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、金沢市

税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)及び条例において使用する用語の意義の例による。

(宿泊料金)

第3条 条例第3条の規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設(同条に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の宿

泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿

泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とす

る。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する

額

(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額

(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認めるものに相当する額

(特別徴収義務者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定による指定をしたときは、宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務

者」という。)に対し、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(様式第 1号)により通知するものとする。

(申告納入の方法)

第 5条 条例第7条第 1項の規定による宿泊税の申告及び納入は、宿泊税納入申告書(様式第2号)及び宿泊税納入

書 (様式第3号)により行うものとする。



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

2 宿泊税の納入は、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。

(申告期限の特例の要件等)

第6条 条例第 7条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 申請日(次項の申請書を提出する日をいう。以下同じ。)において特別徴収義務者となった日の属する月の末

日から 1年を経過していること。

(2) 申請日の 1年前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計

が120万円以下であること。

(3) 条例第7条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から 1年を経過している

こと。

(4) 申請日前 1年間において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないこ

とその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(5) 申請日前 1年間において、特別徴収義務者が市税に係る徴収金を滞納していないこと。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 条例第7条第2項の規定の適用を受けようとする者は、宿泊税納入期限等特例承認申請書(様式第4号)を市長

に提出しなければならない。

(特別徴収義務者の登録の申請等)

第7条 条例第8条第 1項の規定による登録の申請は、宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第 5号)により行う

ものとする。

2 条例第8条第 3項の規定による登録の通知は、宿泊税特別徴収義務者登録通知書(様式第6号)により行うもの

とする。

3 条例第8条第4項の証票は、宿泊税特別徴収義務者証(様式第7号)とする。

4 前項の証票の交付を受けた者がその証票を紛失し、汚損し、又は破損したときは、宿泊税特別徴収義務者証再交

付申請書 (様式第8号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した証票を添えて、速

やかに市長に申請するものとする。

5 条例第8条第 7項の規定による変更の申請は、宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書(様式第 9号)により

行うものとする。

6 条例第8条第8項から第10項までの規定による休止、再開又は廃止の申告は、宿泊施設営業休止・再開 ・廃止申

告書(様式第10号)により行うものとする。

(徴収不能額等の還付文は納入義務の免除の申請等)

第8条 条例第9条第 1項の規定による宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除の申請は、宿泊

税還付・納入義務免除申請書 (様式第11号)に、その理由を証明する書類を添付して行うものとする。

(納税管理人の申告等)

第9条 条例第10条第 1項の規定による納税管理人の申告は宿泊税納税管理人申告書(様式第12号)により、納税管

理人の承認の申請は宿泊税納税管理人承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の認定の申請は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第14号)により行うものとする。

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第10条 条例第13条又は第14条の承認を受けた特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、電子計算機を使用

して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)及び電子計算機を使用し

て作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号。以下「電子帳

簿保存法施行規則」という。)の規定の例により、条例第13条又は第14条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る

電磁的記録又は電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの作成、備付け及び保存をしなければならない。

2 条例第13条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並

びに計算、整理文は決算に関して作成されたその他の書類とする。

3 条例第13条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。

4 条例第14条第3項の規則で定める場合は、電子帳簿保存法施行規則第4条第3項各号に掲げる場合に相当する場

合とする。

(電磁的記録による保存等の承認の申請等)

2 
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第11条 条例第15条第 1項又は第2項の規定による承認の申請は、宿泊税関係帳簿書類電磁的保存等承認申請書(様

式第15号)により行うものとする。

2 条例第15条第 1項及び第2項の規則で定める事項は、電子帳簿保存法施行規則第 5条第 1項各号に掲げる事項に

相当する事項とする。

3 条例第15条第 l項及び第2項の規則で定める書類は、電子帳簿保存法施行規則第 5条第2項各号に掲げる書類に

相当する書類とする。

(電磁的記録による保存等の承認に係る変更又は廃止)

第12条 条例第16条第 1項又は第2項の規定による届出は、宿泊税関係帳簿書類電磁的保存等変更・廃止届出書(様

式第16号)により行うものとする。

(更正の請求)

第13条 法第20条の 9の3第 3項の規定による宿泊税の更正の請求は、宿泊税更正請求書(様式第17号)により行う

ものとする。

(賦課徴収)

第14条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規

則第15号)の定めるところによる。

附則

1 この規則は、条例の施行の日(平成31年4月 1日)から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の

日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成32年 3月31日までの聞における第6条第 l項の規定の適用については、同項第 l号

中「提出する日」とあるのは「提出する日(平成31年 7月 1日から平成32年 3月31日までの日に限る。)J と、「特

別徴収義務者となった日の属する月の末日」とあるのは 「当該宿泊施設の営業を開始した日」と、同項第 2号中

11年」とあるのは 13月」と、 1120万円」とあるのは 130万円」とする。

様式第 1号(第4条関係)

+議

宿泊税特別徴収義務者指定通知書

金沢市長

第号

年月日

固

金沢市宿泊税条例第6条第2項の規定により、次のとおり宿泊税の特別徴収義務者に指定したので通知します。

住 所

特別徴収義務者
(所在地)

氏 名

(名称)

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別

指定の理由

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期

間等を記載すること。)

3 
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様式第2号(第5条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

個人番号

(法人番号)

⑮
 

宿泊税納入申告書

宿泊税の納入について、金沢市宿泊税条例第7条第 1項の規定により、次のとおり申告します。

宿泊施設番号

区 分 宿泊数 税率 税 額

年
宿泊料金 2万円未満 泊 200円 円

(l人 1泊) 2万円以上 泊 500円 円
月分

A 口 計 泊 納入すべき

課税対象外 泊 金 額 円

区 分 宿泊数 税率 税 額

年
宿泊料金 2万円未満 泊 200円 円

(l人 1泊) 2万円以上 泊 500円 円
月分

y口、、 泊 納入すべき

課税対象外 泊 金 額 円

区 分 宿泊数 税率 税 額

年
宿泊料金 2万円未満 泊 200円 円

(l人 1泊) 2万円以上 泊 500円 円
月分

Z口斗 計 泊 納入すべき

課税対象外 泊 金 額 円

納入すべき金額合計 円

備考

1 課税対象 (200円・ 500円)及び課税対象外の宿泊数が宿泊年月日ごとに記載された書類(宿泊税月計表等)

を添付してください。

2 納入すべき金額がO円の場合でも申告書の提出が必要です。

4 
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様式第4号(第6条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊税納入期限等特例承認申請書

⑮
 

宿泊税の納入申告書の提出及び納入の期限に係る特例の承認について、金沢市宿泊税条例施行規則第6条第2項

の規定により、次のとおり申請します。

所 在 地

宿泊施設 名 称

営業開始日 年 月 日 宿泊施設番号

特別徴収義務者登録日 年 月 日

申請日の l年前の日の属す

る月から申請日の前月まで 円

の宿泊税の納入すべき金額

金沢市宿泊税条例第7条第

3項の規定による承認の取 有( 年 月 日取消し) 無

消しの有無

宿泊税に係る過少申告加算

金、不申告加算金又は重加 有 ( 年 月 日決定) 鉦

算金の決定の有無
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様式第 5号 (第 7条関係)

年 月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

個人番号

(法人番号)

宿泊税特別徴収義務者登録申請書

⑮
 

宿泊税の特別徴収義務者としての登録について、 金沢市宿泊税条例第 8条第 1項の規定により、次のとおり申請

します。

所 在 地
電話番号

名 称

宿 泊施 設

施設の概要 客室数 室 収容定員 名 延べ床面積 日1

営 業 開始
年 月

(予定)日
日

住 所

(所 在 地)

旅館業法の 氏 名

許可・住宅 (名 称)

宿泊事業法
営 業 種 別

の届出

許 可番 号

(届出番号)

イ主 所

施設所有者
(所 在 地) 電話番号

氏 名

(名 称)

住 所

共同経営者
(所 在 地) 電話番号

氏 名

(名 称)

住 所

書類送付先
(所在地) 電話番号

氏 名

(名 称)

(庸 考

-7-
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様式第6号(第 7条関係)

収 第 号

年月日

4議

金沢市長

宿泊税特別徴収義務者登録通知書

金沢市宿泊税条例第8条第3項の規定により、次のとおり宿泊税の特別徴収義務者として登録したので通知しま

す。

固

住 所

(所在地)

特別徴収義務者
氏 名

(名称)

登録日 年 月 日

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

備 考

(この欄には、この通知に不服がある場合における救済の方法、取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期

間等を記載すること。)
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平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の 2

様式第7号(第7条関係)

金沢市 公報

宿泊税特別徴収義務者証

金沢市宿泊税条例に定める特別徴収義務者であることを証する。

金沢市長

宿泊施設名

宿泊施設所在地

宿泊施設番号

(英語訳を併記すること。)

9 
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平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

様式第8号(第 7条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊税特別徴収義務者証再交付申請書

宿泊税特別徴収義務者証の再交付について、金沢市宿泊税条例施行規則第7条第4項の規定により、次のとおり

申請します。

⑮
 

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

再交付を申請する理由

10 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

様式第 9号(第 7条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書

⑮
 

宿泊税の特別徴収義務者の登録事項の変更について、金沢市宿泊税条例第8条第7項の規定により、次のとおり

申請します。

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

変更日 年 月 日

変更の内容

11 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

様式第10号(第7条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊施設営業休止・再開・ 廃止申告書

⑮
 

宿泊施設の営業の休止、再開又は廃止について、金沢市宿泊税条例第8条の規定により、次のとおり申告します。

申告区分 休止 再開 廃止

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

休止期間 年 月 日から 年 月 日まで

再開又は廃止の日 年 月 日

休止、再開又は廃止の理由

12 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の 2 金沢市 公報

様式第11号(第8条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊税還付 ・納入義務免除申請書

⑮
 

宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除について、金沢市宿泊税条例第9条第 1項の規定に

より、次のとおり申請します。

申請区分 還付 納入義務の免除

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

還付又は納入義務の免除を受けようとする年月分 年 月宿泊分

宿泊料金 2万円未満 泊

当該年月分における宿泊数

宿泊料金 2万円以上 泊

当該年月分における税額 円

還付又は納入義務の免除を受けようとする税額 円

申請の理由

13 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の 2 金沢市 公報

様式第12号(第 9条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

個人番号

(法人番号)

⑮
 

宿泊税納税管理人申告書

宿泊税の納税管理人を定め、又は変更したことについて、金沢市宿泊税条例第10条第 1項の規定により、次のと

おり申告します。

区 分 新納税管理人 旧納税管理人

住 所

(所在地)

氏 名

(名 称)

電話番号

{蔚 考

様式第13号(第9条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

個人番号

(法人番号)

⑪ 

宿泊税納税管理人承認申請書

宿泊税の納税管理人を定め、又は変更することの承認について、金沢市宿泊税条例第10条第 1項の規定により、

次のとおり申請します。

区 分 新納税管理人 旧納税管理人

住 所

(所在地)

氏 名

(名 称)

電話番号

申請の理由

14 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

様式第14号(第9条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

宿泊税納税管理人選任免除認定申請書

⑮
 

宿泊税の納税管理人の選任を要しないことの認定について、金沢市宿泊税条例第10条第 2項の規定により、次の

とおり申請します。

申請の理由

備考

15 



平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の 2 金沢市 公報

様式第15号(第11条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

法人番号

宿泊税関係帳簿書類電磁的保存等承認申請書

⑮
 

宿泊税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の承認について、金沢市宿泊税条例第15条の規定により、次のと

おり申請します。

関係帳簿書類の名称 備付け開始日・書類
保存方法 国税関係申請状況

-作成事 務 所 等 の保存に代える日

口電磁的記録

口COM 未・済(税務署名)

ロスキャナ

口電磁的記録

口COM 未・済(税務署名)

ロスキャナ

口電磁的記録

口COM 未・済(税務署名)

ロスキャナ

口電磁的記録

口COM 未・済(税務署名)

ロスキャナ

口電磁的記録

口COM 未・済(税務署名)

ロスキャナ

備考 金沢市宿泊税条例施行規則第11条第2項に規定する事項を記載した書面及び同条第 3項に規定する書類を添

付してください。なお、国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の承認を受けている場合は、その申請書

及び承認通知書の写しをもってこれらに代えることができます。
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平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の 2 金沢市 公報

様式第16号(第12条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

法人番号

宿泊税関係帳簿書類電磁的保存等変更・廃止届出書

⑮
 

宿泊税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の変更又は廃止について、金沢市宿泊税条例第16条の規定により、

次のとおり届け出ます。

1 電磁的保存等の変更又は廃止をしようとする関係帳簿書類の種類等

区分 関係帳簿書類の名称・作成事務所等 変更又は廃止の日
変更前文は廃止前 国税関係

の保存方法 申請状況

口変更
口電磁的記録

口廃止
口COM

未・済

ロスキャナ
(税務署名)

口変更
口電磁的記録

口廃止
口COM

未・済

口スキャナ
(税務署名)

口変更
口電磁的記録

口廃止
口COM

未・済

ロスキャナ
(税務署名)

2 変更の内容

3 変更又は廃止の理由
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平成30年(2018年)6月27日 号外第 17号の2 金沢市 公報

様式第17号(第13条関係)

年月日

(宛先)金沢市長

住 所

(所在地)

氏名

(名称)

⑮
 

宿泊税更正請求書

宿泊税の更正について、地方税法第20条の 9の3第 3項の規定により、次のとおり請求します。

所在地

宿泊施設 名 称、

営業種別 宿泊施設番号

更正の請求の対象 年 月宿泊分

~ 更正の請求前 更正の請求後

宿泊料金が20，000円未満の宿
泊X200円= 円 泊X200円= 円

泊数及び税額

宿泊料金が20，000円以上の宿
泊X500円= 円 泊X500円= 円

泊数及び税額

円 円宿泊税額合計

地方税法第20条の 9の3第 l
法定納期限 年 月 日

項の更正の請求の場合

第 l号の判決等の確定日 年 月 日

地方税法第20条の 9の3第 2
第 2号の更正・決定等のあった日 年 月 日

項の更正の請求の場合

第 3号の理由の生じた日 年 月 日

更正の請求をする理由

その他参考となる事項
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